
 

JR山陰本線（園部～綾部）沿線地域公共交通活性化協議会（第１１回） 

書面決議（令和３年５月２１日） 

 

 

 

 〈協議事項〉 

  議案第１号 令和２年度収支決算について 

 

議案第２号 令和３年度事業計画（案）について 

 

議案第３号 令和３年度収支予算（案）について 

 

  議案第４号 財務規程の改正（案）について 

 

 

 〈協議資料〉 

  別添のとおり 



 資料１－１ 

ＪＲ山陰本線（園部～綾部）沿線地域公共交通網形成計画に係る 

Ｒ２年度事業実績 

 

施策 方針との関連 実施主体 施策の概要等 

案内表示の変更 方針５ 南丹市 

○南丹市【資料１－２】 

 安掛の案内表示を「安掛（美山ふれあい広場）」に変更 

 バス停に変更後の看板を設置 

バス系統ナンバリ

ング 
方針５ 

南丹市 

京丹波町 

○南丹市、京丹波町 

 ナンバリング対象となるバス路線について整理 

 会長によりナンバリング案を作成 

園福線活性化 

方針１ 

方針２ 

方針５ 

南丹市 

京丹波町 

○南丹市【資料１－２】 

園部駅改札前に掲示する乗り換え案内板を追加作成。 

地域活性化 
方針２ 

方針５ 

綾部市 

南丹市 

京丹波町 

京都府 

○綾部市【資料１－３、１－４】 

 ・山家駅に「あやバス」の乗り入れが決定。 

 ・ローマ字時刻表の作成 

 

○南丹市 

 GoogleMapに登録済。 

南丹市営バスが GoogleMap上で検索可能となる。 

 

○京丹波町【資料１－５】 

 町役場から道の駅味夢の里、丹波マーケスを経由し、

JR日吉駅までを結ぶ新規路線「丹波日吉線」を開通。 

 

○京都府 

 ・周遊パスの発売及びラッピングバスの運行（R2.8～） 

・ＪＲ線と併せての利用で海の京都エリア周遊パスの 

  割引を実施（R2.8～） 

統合路線図の作成 方針５ 

綾部市 

南丹市 

京丹波町 

京都府 

○綾部市、南丹市、京丹波町、京都府 

・作成・配布方法や事業費について協議 

 R3年度以降に実施する方向で調整中 

 



 資料１－２ 

園部駅及び安掛バス停の案内改善について 

○園部駅 

〈変更前〉 

  
  

〈変更後〉 

 

 

 

○安掛バス停 

     
 

 

主要行き先の案内を追加 

 

元々のバス停名称「安掛」に「（美山ふれあい広場）」

を追記した案内板を設置。 















資料１－６

鍼灸大学前駅 - 60台 ＋10台（70台）

胡麻駅 ◎ 28台 ＋10台（38台）

京丹波町 和知駅 × 測量設計
駅前広場改修工事
（駐輪場の整備・駐車場区画線整備
等）

62台 ＋10台（72台）

日吉駅 - 36台／99台 89台／99台

鍼灸大学前駅 - 23台／60台 63台／70台

胡麻駅 〇 18台／28台 34台／38台

下山駅 - 概略の検討、地元調整 9台／25台 23台／25台

和知駅 × 測量設計
駅前広場改修工事
（駐輪場の整備・駐車場区画線整備
等）

23台／62台 65台／72台

綾部市 山家駅 －
・駅前施設を情報発信等の拠点施設
として改修
・地元自治会連合会を中心に、今後の
事業計画を策定

2台／7台 6台／7台

南丹市 京都タクシー × 未導入

綾部市
日本交通
中央タクシー － 未導入

南丹市 南丹市営バス ○ 未導入

京丹波町 京丹波町営バス ◎ 未導入

綾部市 あやバス - 未導入

京都府
西日本ジェイアールバ
ス － 未導入

市役所 - - ＋1人

地域内大学 -

地域内企業 ○ - ＋2人

町役場 - - ＋1人

地域内大学・企業 - - ＋2人

市役所 － あやバスの利用促進ワー
クショップ

- ＋1人

地域内企業 × - ＋1人

京都府 振興局 － 通勤マップ配布 通勤マップ配布 - ＋2人

区画整備

綾部市
ノーマイカーウィーク、職員向け講演
会の実施

継続

継続

継続

・工業団地へアクセスする路線の新規開設
（ぐるりんバス新光悦村線）及び立地企業
への周知をはじめとした利用啓発を実施

〈①-３〉
バスロケーション
システムの導入

バスロケーション
システムの導入

途中解約等により利用減少

駐車場管理会社と連携したPRの
実施・山家ふれあいの駅にＰＲチラシ掲示

・駅前広場に利用促進チラシの掲示
・駅前広場安全対策に係る地元調整を実施

京都大学の学術支援により今後の方針を
検討

〈①-２〉
夜間時間帯の
乗合タクシー導入

夜間時間帯の
乗合タクシー導入

未実施
（綾部市）
事業者ヒアリング2社実施

〈①-１〉
パークアンドライドの促進

月極駐車場の
整備及び駐車
料金体系の見
直し

利用促進

南丹市 駅施設を所管する日吉支所と協議

駅施設を所管する日吉支所と協議
（※鍼灸大学前駅においては、区画線
の引き直しを実施）

継続

30区画増設

導入（園部駅等）

導入（綾部駅等）

職場に対するモビリティマネジ
メントの実施

継続

京丹波町
町営バス時刻表を配布し、バスの利
用促進の実施

〈①-４〉
モビリティマネジメントの実施

導入

JR利用に
転換

継続

継続

・既存媒体であり、計画区域内の公共
交通機関の乗換案内システムのある
森の京都NAVIへの導入を検討。アプ
リ保守管理会社の計画区域内の全て
のバスを対象に、森の京都NAVIのコ
ンテンツとしての追加の実現性につい
て協議。

南丹市
明治国際医療大学向け乗
継時刻表作成

市役所専用時刻表、病院専用時刻表
等を作成

ノーマイカーウィークの実施
職員向け研修会は新型コロナ感
染症対策により中止

未実施

JRのダイヤ改正に伴い、新光悦村
線のダイヤを改正（工業団地企業
へ周知済）

継続

継続

令和3年度
(計画）

継続

継続

（綾部市）
導入に向けた課題の整理

令和元年度
（実績）

・駅前広場に利用促進チラシの掲示
・駅前広場安全対策に係る地元調整を実施

 

令和2年度
（実績）

胡麻駅前ロータリーの区画線修繕
を実施

途中解約等により利用減少

・実施可能性について事業者ヒアリングを
実施（2回）

・現行料金収受規定の課題分析及び見直
しに必要な用地の権限の調査を実施

目標

南丹市

進捗

導入

導入

導入

〈南丹市営バス〉
美山園部線ＧＴＦＳデータを作成済
GoogleMap申請方法検討中
〈京丹波町営バス〉
GoogleMapに登録完了

※あやバス・西日本ＪＲバスは登録済み
※現状は静的データのみ

Googleマップへの動的デー
タ登録に向けた取組検討

9割契約

京丹波町

方針①通勤通学の利便性を高めるべく、鉄道を中心とする公共交通サービスの改善

利用者のニーズ調査

継続

利用促進策の実施

計画策定時
の状況

ICカードエリア拡大記念式典を胡
麻駅で実施（令和３年３月１３日）

改善検討

ＪＲ山陰本線（園部～綾部）沿線地域公共交通網形成計画　５カ年ロードマップ

利用者のニーズ調査

利用者のニーズ調査

施　策 取組内容 対象（場所）
平成29年度

(実績)
平成30年度

（実績）

◎：令和2年度の計画を達成し、目標に向けて進んだもの。
○：令和2年度計画の一部を達成し、目標に向けて進んだもの。
－：継続
×：令和2年度の計画を達成できず、目標に向けて進まなかったもの。

（京丹波町）
新規路線データおよび時刻改正
データ更新

（南丹市）
ジョルダン株式会社と契約済み、
Ｇｏｏｇｌｅへの申請、登録済み

※あやバス・西日本ＪＲバスは登
録済み
※現状は静的データのみ



資料１－６

令和3年度
(計画）

令和元年度
（実績）

令和2年度
（実績）

目標進捗
計画策定時

の状況
施　策 取組内容 対象（場所）

平成29年度
(実績)

平成30年度
（実績）

〈②-１〉
JR山陰本線のサービス向上

京都府
JR西日本
園部駅～綾部駅 ◎ ダイヤ改正

今後のサービスレベルの向上に向け
てJR西日本、沿線自治体等と連絡会
議を開催。

継続 ダイヤ
改正

ダイヤ
改正

ダイヤ
改正

－

南丹市
JR西日本
バス・タクシー事業者
商業施設等

◎ 未導入
導入
（鍼灸大学前駅
利用者＋25人）

京丹波町
JR西日本
バス・タクシー事業者
商業施設等

× 未導入 導入

綾部市
JR西日本
バス・タクシー事業者
商業施設等

○ 未導入 導入

京都府
JR西日本
バス・タクシー事業者
商業施設等

○ 未導入 導入

園部駅 ○

日吉駅 －
nantan free wi-fiによるネット環境を提
供、日吉町観光協会による物販の実
施

-

胡麻駅 －
nantan free wi-fiによるネット環境を提
供、胡麻地域振興会（胡麻屋）による
物販の実施

-

京丹波町 和知駅 - 測量設計 駅前広場改修工事 -

綾部市 山家駅 ◎ 駐輪場整備

・駅前施設を情報発信等の拠点施設
として改修
・地元自治会連合会を中心に、今後の
事業計画を策定

-

南丹市 美山町宮島地区 － 同時刻接続・バス真横接続を実施、宮
脇バス停を修繕

-

瑞穂地区
（例：桧山） - -

須知地区
（例：丹波マーケス） - -

南丹市
拠点以外の主なバス
停 × ダイヤ改正により接続時間を短縮し、

一部乗継バス停を変更
-

京丹波町
拠点以外の主なバス
停 - 循環バス・周遊バスの検討 -

綾部市
拠点以外の主なバス
停 － 未実施 -

綾部市 山家駅 － 駐輪場整備

・駅前施設を情報発信等の拠点施設
として改修
・地元自治会連合会を中心に、今後の
事業計画を策定

0.3万人/年
（定期外）

＋0.7万人/年

京丹波町 和知駅 － 測量設計 駅前広場改修工事 - 駅利用者の増加

・オープンセレモニーの開催（4.17）
・飲食販売の開始
・建物のペイント、案内看板の設置
・各種イベントの実施

〈②-４〉
駅再生プロジェクトの推進

・交通結節点機能向上推進の
ための待合機能を改善
・地域の拠点化を推進

拠点バス停
機能強化

京丹波町 循環バス・周遊バスの検討

〈②-３〉
小さな拠点整備とあわせた乗り継ぎ拠点整備

乗継拠点の整
備・強化

バス停の待合・乗継環境の改
善

〈②-２〉
交通系ICカードシステムの導入

交通系ICカードシステムの導
入
船岡駅～綾部駅間

ICカード導入に向けて、未導入エリア
沿線自治体と、一体となった機運醸
成、利用促進策等の検討のための勉
強会を開催。

方針②日常生活の拠点となる施設や公共交通の乗り継ぎ拠点となる鉄道駅、道の駅、バ
スの駅の再生整備を進めそれらのネットワーク化を図る

環境改善実施 環境改善
・あやバス利用者やあやバスモニターから
の要望把握、検討

改善策実施

再生計画の再検討

※山家駅利用に転換
する数値を目標に設
定

・駅再生計画再検討に係る地元調整

・オープンセレモニーの開催（4.17）
・飲食販売の開始
・建物のペイント、案内看板の設置
・各種イベントの実施

効果検証・改善検討

利用者減少により待合喫茶時間
短縮

整備・強化

改善策実施 環境改善

・バス停標柱の改修
・ナンバリング、系統図の掲
示

環境改善

効果検証

・ダイヤ見直しによる乗り継ぎ時間の短縮

京都大学の学術支援により今後の方針を
検討

利用促進策の実施

・山家ふれあいの駅での物
販、飲食販売の実施
・各種イベントの実施
・あやバス回数券の販売

整備・強化

JR山陰本線のサービスレベル
の向上

継続

40人/平日
（胡麻駅：20人）
（日吉駅：20人）
※アンケート結果により、
２駅を目標に設定

改善策実施 整備・強化

※明治国際医療大学
の学生が園部駅降車
から
　鍼灸大学前駅降車
に転換する数値を目
標に設定

鉄道駅
機能強化

南丹市 効果検証・改善検討 整備・強化

継続

・駅再生計画再検討に係る地元調整

〈ＪＲ西日本〉
ICOCAエリア拡大決定（7.9）

〈京都府・市町〉
　利用促進勉強会の実施
〈綾部市〉
　バスへのＩＣカード導入を検討
　タクシー事業者への導入依頼

継続

整備・強化

継続 整備・強化

効果検証・改善検討 整備・強化

効果検証・改善検討

整備・強化

利用者減少により待合喫茶時間
短縮

・山家ふれあいの駅での物販、飲
食販売の実施
・施設名称看板の設置
・各種イベントの実施
・令和３年４月からのあやバス乗り
入れ決定

新規路線の丹波マーケス接続

・バス停標柱の修繕
・京丹波町産材使用バス待合設置

ニーズ把握、検討

・継続

・JR線と併せての利用で
海の京都エリアでの周遊
パスの割引を実施

船岡駅・日吉駅・鍼灸大学前駅・
胡麻駅・綾部駅に導入（3.13～）
利用促進策の検討・実施
（綾部市）
綾部駅付近市営駐車場での
ICOCA決裁導入の検討

改札出口に乗換案内の追加

wifi接続回数の調査、物販利用者
の属性の調査方法の検討・実施

wifi接続回数の調査、物販利用者
の属性の調査方法の検討・実施



資料１－６

令和3年度
(計画）

令和元年度
（実績）

令和2年度
（実績）

目標進捗
計画策定時

の状況
施　策 取組内容 対象（場所）

平成29年度
(実績)

平成30年度
（実績）

日吉駅 - -

鍼灸大学前駅 - -

胡麻駅 - -

下山駅 - 概略の検討、地元調整 -

和知駅 - 駐車場を管理する和知支所と協議 -

綾部市 山家駅 － 未実施 -

南丹市 -
車両更新の際に両替機付き運賃箱の
導入及び「なんたーん」マークをペイン
ト

27%

京丹波町 × 循環バス・周遊バスの検討 20%

綾部市 ○ 山家駅前施設の改修をし、待合環境
を整備

18%

南丹市 － ゾーン制運賃の導入
割引バス制度の導入

京丹波町 〇 見直し運賃の検討

綾部市 －
子育て世代向け運賃の導入
（H30.4から運賃の見直しにより、大人
一人につき未就学児３人まで無料に
改定）

南丹市 － ゾーン制運賃の導入
割引バス制度の導入

京丹波町 ○ 見直し運賃の検討

綾部市 ◎
・大学生以上の市外へのＪＲ等利用の
通学費補助制度を実施中
・拡充については未検討

南丹市 ○ 殿田小学校で実施
ワークショップの実施
（美山小学校）

京丹波町 × 未実施

綾部市 ○
・あやバス絵画展の実施
・中学生に対して高校への通学利用に
ついてチラシ配布

〈③-２〉
子育て世代に対する運賃施策の導入

方針③地域内での子育て世代の定住や移住を促進する観点から、若者がつかいたくなる
公共交通網の整備を進める

駐車場管理会社と連携した
PRの実施

継続

〈③-３〉
モビリティマネジメントの実施

小中学生に対
するＭＭの実
施

20歳～40歳代
の公共交通等
利用率の促進

京丹波町

〈②-５〉
パークアンドライドの促進

Ｐ＆Ｒに関す
る情報提供の
充実や駐車料
金体系の見直
し

7台/休日

・改善策実施
・あやバスダイヤ改正の実
施
・あやバス区間定期導入

＋2%（20%）

継続

7台/休日

料金体系見直し・PRの実施

・駅のにぎわい活性化のため、山家ふれあ
いの駅において「婚活イベント」等各種イベ
ントの実施
・山家駅へのあやバス乗り入れ検討

京都大学の学術支援により今後の方針を
検討

継続
（「なんたーん」マークペイント）

実施

7台/休日

小児運賃の見
直し

20歳～40歳代
の公共交通等
利用率の促進

高校生・大学
生等への通学
運賃補助制度
の継続・拡充

20歳～40歳代
の公共交通等
利用率の促進

休日の昼間7
便に対し1台分
のＰ＆Ｒ促進

南丹市 駅施設を所管する日吉支所と協議

卒業前ＭＭの予定を延期
（感染症予防のため）

日吉町地域の小学校を対象に、公
共交通について考える授業に参加
した。

未実施 MMの実施

継続

拡充の実施

令和3年度より料金改定

補助率拡充の決定

・あやバス絵画展の実施
・中学生に対して高校への
通学利用についてチラシ配
布
・区間定期（学割）導入

〃

継続

改善策実施

継続

継続

京都大学の学術支援により今後の方針を
検討

継続

・PRの実施（バス車内掲示、綾部市ホーム
ページ、時刻表）

・京都大学の学術支援による検討方針案の
策定

改善MMの実施・効果検証

令和3年度より料金改定

・PRの実施（バス車内掲示、綾部
市ホームページ、時刻表）

継続

小型車両の導入 ＋2%（22%）

京都大学の学術支援により今後の方針を
検討

〃

・山家ふれあいの駅にＰＲチラシ掲示

・現行料金収受規定の課題認識及び見直
しに必要な用地の権限の調査を実施

7台/休日

7台/休日

7台/休日

利用促進チラシ掲示

休日の駐車場利用を検討

課題解決に向けた研究
料金体系、PR方法の検討

効果検証・改善検討

効果検証・改善検討

・山家ふれあいの駅にＰＲチラシ掲
示

〈③-１〉
魅力的なバスタクシー車両・駅舎・バス停の導入

魅力的なバ
ス・タクシー車
両・駅舎・バス
停の導入

20歳～40歳代
の公共交通等
利用率の促進

設計・関係者調整

・循環バス等は学術支援の結果、
既存のダイヤ調整などソフト的な
対応を行うこととした。
・運行車両の除菌抗菌を実施

・あやバスダイヤ改正の検討
・あやべーるにあやバスカテゴリー
を追加
・あやバス区間定期の導入検討
・あやバス車両除菌コーティングの
実施
・タクシー車両空気清浄機の設置

＋2%(29%)

継続

継続

・夏休み期間短縮により絵画展中
止
・中学生に対して高校への通学利
用についてチラシ配布
・区間定期（学割）の導入検討

方針③の各施策を複合

的に実施することで、上

記の目標値達成（公共交

通等等利用率）を目指

す）



資料１－６

令和3年度
(計画）

令和元年度
（実績）

令和2年度
（実績）

目標進捗
計画策定時

の状況
施　策 取組内容 対象（場所）

平成29年度
(実績)

平成30年度
（実績）

南丹市 - ワークショップの実施
（農芸高校）

京丹波町 － 未実施

綾部市 － 未実施

南丹市 たなせん － 事例の研究 50%

京丹波町 － 事例の研究 52%

綾部市 － 公共交通のあり方について内部協議 57%

南丹市 － 事例の研究

京丹波町 ○ 事例の研究

綾部市 ◎ 公共交通のあり方について内部協議

南丹市 たなせん － 事例の研究

京丹波町 － 事例の研究

綾部市 ◎ 公共交通のあり方について内部協議

南丹市

京丹波町

綾部市

京都府
ＩＣＴ実証実験の実施
（美山町鶴ヶ岡地域）

南丹市 高齢者自主返納支援 － 高齢者自主返納支援実施 お知らせ版で全戸に周知

京丹波町 高齢者自主返納支援 ○ 高齢者自主返納支援実施
町営バス時刻表を配布し、バスの利
用促進の実施

綾部市 高齢者自主返納支援 － あやバス利用についてチ
ラシ配布

あやバス全線乗り放題定期の対象年
齢を引き下げ

方針④高齢者が安全に移動できる仕組みづくりを進める

〈③-３〉
モビリティマネジメントの実施

地元高校生・
大学生に対す
るＭＭの実施

20歳～40歳代
の公共交通等
利用率の促進

森の京都DMO交通利便性向上部会に
おいて、利用促進に向け協議（関係団
体による利用促進の実施）

継続

継続

導入
（綾部市）具体案の検討

・免許返納者へのあやバス
回数券、定期券の無料交付
の継続
・住民へのMMの実施

導入
（綾部市）
「東部地域の交通とくらしを
考える会」において具体的
な施策の検討

継続

・地元自治会との協議、導入検討

・公共交通空白地有償運送の実施に向け
た自治会説明会の実施

・カーシェアリングの検討、先進地視察

・有償運送運営協議会と地域公共交通会
議の統合
・日吉町の高齢者や団体委員との意見交
換・ワークショップを実施（R2.2.13）

継続

・免許証自主返納の特典「バス利用券」の
利用枠拡大の検討

・免許返納者へのあやバス回数券、定期券
の無料交付の継続
・健康長寿定期半額キャンペーンの実施（9
月）
・あやバスモニター制度の実施（９月～１０
月）

継続

・高齢者のバス利用料を半額へ
　（10月～）

・免許返納者へのあやバス回数
券、
  定期券の無料交付の継続
・住民へのMMの実施

利用者の年齢見直しを検討

65歳以上の高
齢者の外出率
促進

〈④-４〉
モビリティマネジメント

住民に対する
モビリティマネ
ジメント

65歳以上の高
齢者の外出率
促進

〈④-３〉
ICTを活用したお出かけ情報等の提供

タブレット端末
等を活用した
お出かけ情報
等の提供

65歳以上の高
齢者の外出率
促進

〈④-２〉
高齢者などの自動車を使わずに安全に気軽に移
動できる交通手段を確保する

自家用車有償
旅客運送や乗
合タクシーの
導入

65歳以上の高
齢者の外出率
促進

低速走行の電
動車両の導入

65歳以上の高
齢者の外出率
促進

+7%（64%）

継続

MMの実施

継続

＋7%（57%）

＋9%（61%）〈④-１〉
人、モノ、コトの総合的な輸送サービスの導入

貨客混載の交
通システムの
導入

・高校３年生に大学生以上の市外へのＪＲ
等利用の通学費補助制度PR

・須知高校において実施

－

・昨年度のワークショップを基に新規路線
（農芸線）運行及び利用促進の周知

継続

未実施

継続

具体案の検討
（綾部市）内部協議の実施

具体案の検討

住民自治組織（1団体）がテスト運
行実施

具体例の検討
（綾部市）
「東部地域の交通とくらしを考える
会」を設立し、導入について検討

継続

方針④の各施策を複

合的に実施することで、

上記の目標値達成

（外出率）を目指す



資料１－６

令和3年度
(計画）

令和元年度
（実績）

令和2年度
（実績）

目標進捗
計画策定時

の状況
施　策 取組内容 対象（場所）

平成29年度
(実績)

平成30年度
（実績）

南丹市
191.3万人/
年

京丹波町
258.1万人/
年

綾部市 66.0万人/年

京都府 - -

南丹市

・ジョルダン・ナビタイムへ
の情報提供
・冊子型時刻表作成（全戸
配布）

京丹波町

綾部市
あやバス、京都交通、福知
山市バスを記載した時刻
表を作成（全戸配布）

京都府

南丹市
美山・京北バスたびルート
の作成

京丹波町

綾部市

京都府

観光タクシー
の導入

観光入込客数
の増加促進

南丹市 － 既存観光タクシーの周知 既存観光タクシーの周知を実施

南丹市 － 現状整理・内容の検討

京丹波町 ○ 現状整理・内容の検討
和知駅において駐輪場を整備

綾部市 － あやべ観光案内所、グンゼスクエアに
レンタサイクルを導入

南丹市 美山園部線利用促進 ○ 美山園部線の拡充（平日２倍、土日祝
日１.５倍）

1.9万人/年

京丹波町 - 循環バス・周遊バスの検討 -

綾部市 － 海の京都DMOとして、綾部駅をスター
トする周遊モデルコースを設置

-

京都府 ○ 超小型モビリティのレンタル（美山町）
貸出数110台

-

京都市方面と京丹波町を高速バスで結ぶ交通網
を形成し、広域移動の利便性向上を図る

京丹波町 京丹波PA × 現状整理・内容の検討 未整備

方針⑤観光・交流の視点から来訪者に使いやすい、わかりやすい施設整備を進める

方針⑥高速道路パーキングやまちづくりを考慮した交通体系の検討を進める

京丹波PAでのバス停整備 ニーズの掘り起し 整備・高速バス運行事業２社と協議を実施

〈⑤-３〉
駅やバス停を起点とした観光周遊や体験型観光と
の連携

観光周遊ルー
トの整備

観光入込客数
の増加促進

＋0.6万人（2.5万人）/年
※美山園部線の利用者数を目標数値に設
定

継続 -

継続

継続
（貸出台数186台）

継続

京都大学の学術支援により今後の方針を
検討

継続

継続 -

もう一つの京都にぎわい回復支援
事業に参画し、接続する路線バス
との共通利用券を販売。

循環バス等は、既存のダイヤ調整
などソフト的な対応を行う。

継続

効果検証・改善検討

外国人観光客
向け情報冊子

観光入込客数
の増加促進

-

継続

利用促進に向けたＰＲの実
施

継続

Googleマップに登録

駅・バス停で
の観光案内・
乗り換え案内
の充実

観光入込客数
の増加促進

+10万人（201.3万人）/年

＋24.8万人（282.9万人）/年

導入

+31.2万人（97.2万人）/年

〈⑤-１〉
体系的な観光情報・公共交通情報の案内

・関係団体による利用促進の実施
・森の京都DMO交通利便性向上部会
において、利用促進及び利便性向上
に向け協議。（飲食店情報等の充実）

・森の京都ＮＡＶＩのチラシ配架

〈南丹市営バス〉
　美山園部線について京都大学へ依頼し、
ＧＴＦＳデータを作成済
　GoogleMapに申請検討中
〈京丹波町営バス〉
　GoogleMapに登録完了
〈あやバス〉
　ローマ字表記マグネットシートの作成

・府ＨＰにおける協議会専用ページの作成

・森の京都NAVIの利用促進
・森の京都NAAVIコンテンツ利便
性向上
・統合路線図の作成
・協議会専用HPへ駅紹介ページ
の公開

〈南丹市営バス〉
　・GoogleMapに登録申請
　・バス系統ナンバリング
　・安掛バス停案内表示変更

〈京丹波町営バス〉
　・バス系統ナンバリング

〈あやバス〉
・ローマ字版時刻表の作成

関係者調整

○

〈⑤-２〉
鉄道駅と観光拠点を結ぶ公共交通手段の整備

観光レンタサ
イクルの導入

観光入込客数
の増加促進

地域公共交通
に関するポー
タルサイトの
構築や総合時
刻表の作成

観光入込客数
の増加促進

観光協会ホームページ等による利
用促進に向けたＰＲの実施

・利用促進に向けたPRの実施
・レンタサイクルをあやバスに積載し上林地
域で利用できるよう協議

・京都大学の学術支援により検討方針を協
議

継続
・道の駅で実施するレンタサイクル
への広報支援等の検討、実施。

・味夢の里に設置済み。
・山野草の森から道の駅和に一部
移設済み。
・京丹波町観光協会に設置済み。

・継続（貸出台数55台）
・周遊パスの発売及びラッピング
バ　スの運行（8月～）翌年度延長
決定

途中乗車の座席確保が難しい。採
算に見合うニーズがあれば対応可
能と思われる。

方針⑤の各施策を複合的

に実施することで、上記の

目標値達成（観光入込客

数）を目指す



資料２－１

歳　入 （単位：円）

予算額 決算額 増減 摘　要

1 分担金及び負担金 60,000 60,000 0

2 負担金 60,000 60,000 0

2 負担金 60,000 60,000 0

2 行政支出金 0 0 0

1 補助金 0 0 0

1 国庫補助金 0 0 0

2 地方公共団体補助金 0 0 0

3 繰越金 124,336 124,336 0

1 繰越金 124,336 124,336 0

1 繰越金 124,336 124,336 0

4 諸収入 0 0 0

1 雑入 0 0 0

1 雑入 0 0 0

184,336 184,336 0

歳　出 （単位：円）

予算額 決算額 増減

1 運営費 60,000 60,000 0

1 会議費 60,000 60,000 0

1 会議費 60,000 60,000 0

2 事業費 100,000 0 100,000

1 調査計画費 0 0 0

1 調査計画費 0 0 0

2 事業費 100,000 0 100,000

2 事業費 100,000 0 100,000

3 予備費 24,336 4,688 19,648

1 予備費 24,336 4,688 19,648

1 予備費 24,336 4,688 19,648

184,336 64,688 119,648

歳入決算額 184,336 円
歳出決算額 64,688 円

歳入歳出差引額 119,648 円は、令和3年度へ繰り越します。

ＪＲ山陰本線（園部～綾部）沿線地域公共交通活性化協議会　令和２年度決算

協議会運営等の事務経費

綾部市：15,000
南丹市：15,000
京丹波町：15,000
京都府：15,000

計

計

款　項　目

款　項　目









 資料３－１ 

ＪＲ山陰本線（園部～綾部）沿線地域公共交通網形成計画に係る 

Ｒ３年度事業計画（案） 

 

施策 方針との関連 実施主体 施策の概要等 

地域公共交通計画

の策定 
－ 

綾部市 

南丹市 

京丹波町 

京都府 

現行計画の見直しを実施、地域公共交通計画を策定 

（内容については、協議の上決定） 

※詳細は別紙 資料３－２のとおり 

地域内交通案内の

充実 

方針１ 

方針２ 

方針５ 

綾部市 

南丹市 

京丹波町 

京都府 

〈バス系統ナンバリング〉 

○南丹市、京丹波町 

 ・ナンバリングの実施 

・ナンバリング後のバス車両、バス停表示の変更、 

表示方法について協議・実施 

 

〈駅・バス停の案内改善〉 

○南丹市 

・園部駅の乗り換え案内の改善 

 

〈公共交通案内の充実〉 

○京都府 

  駅紹介ホームページのバージョンアップ 

○綾部市、南丹市、京丹波町、京都府 

統合路線図作成 

公共交通の利便性 

向上 

交通手段の整備 

 

方針３ 

方針４ 

綾部市 

南丹市 

京丹波町 

京都府 

〈公共交通の利便性向上〉 

 ○綾部市 

  ・山家駅に「あやバス」の乗り入れ開始 

  ・山家ふれあいの駅で回数券の販売開始 

・区間定期券（学割）の導入 

 ○南丹市 

  ・市営バス１日乗車券の料金見直し 

  ・市営バス２日乗車券の新設 

 

〈交通手段の確保〉 

 ○綾部市 

  「東部地域の交通とくらしを考える会」で有償運送

に係る検討を行う 

 ○京丹波町 

  コミュニティ・カーシェアリング制度の本格導入 

 



 資料３－２ 

地域公共交通計画策定事業について 

 

１ 趣旨 

  平成 29 年３月に策定された「ＪＲ山陰本線（園部～綾部）沿線地域公共交通網形成計画」に

ついて、令和３年度で５年間の計画期間の最終年度を迎えるため、これまでの５年間の事業評価

と今後の計画の見直しが必要となった。 

また、令和２年の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正に伴い、計画の見直しと

併せて内容の見直しを実施し、改正内容を盛り込んだ「地域公共交通計画」を新たに策定する。 

 

２ 地域公共交通計画策定事業について 

 （1）事業内容 

    ・協議会から事業者に業務委託し、計画策定に必要な調査や内容のとりまとめを行う。 

・主な委託内容 

     ①過去５年間の事業評価・検証・課題の抽出 

     ②地域の現況調査及びニーズ把握のためのアンケート調査 

     ③モビリティ・マネジメントの実施（公共交通マップの作成等利用啓発ツールの作成） 

     ④計画のとりまとめ    等 

 

 （2）経費（見込） 

    10,062千円（うち国庫補助 4,978千円、協議会負担 5,084千円） 

 

 （3）主な計画内容（予定） 

・継続：統合路線図の作成、駅・バス停の案内改善・充実、空白地有償運送の導入 等 
・新規：新モビリティサービスを活用した MaaS等交通システムの構築 

  ※上記は現時点の予定であり、今後協議の上決定していく予定。 

 

 （4）計画策定スケジュール（予定） 

    

〈協議会の内容〉 

   ①計画策定の進め方（方針・スケジュール説明、事業報告、決算報告、予算案、事業計画案） 

   ②計画策定について（内容説明） 

   ③地域の現況報告、実施する調査内容及び今後のスケジュールについて説明 

   ④中間案の提示（現行計画の事業評価及び課題、実施した調査の結果報告、目標案の提示） 

   ⑤中間案に対するパブリックコメント結果の報告、最終案の提示 

   ⑥最終案修正事項等の最終確認（書面協議） 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

交付申請

交付決定

委託業務契約

計画策定

協議会開催 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

R4R3



資料４

歳　入 （単位：円）

本年度 前年度 増減 摘　要

1 分担金及び負担金 5,060,000 60,000 5,000,000

2 負担金 5,060,000 60,000 5,000,000

2 負担金 5,060,000 60,000 5,000,000

2 行政支出金 4,978,000 0 4,978,000

1 補助金 4,978,000 0 4,978,000

1 国庫補助金 4,978,000 0 4,978,000

令和3年度地域公共交通確保維持改善事
業費補助金（地域公共交通調査事業
（地域公共交通協働トライアル推進事
業））

2 地方公共団体補助金 0 0 0

3 繰越金 119,648 124,336 △ 4,688

1 繰越金 119,648 124,336 △ 4,688

1 繰越金 119,648 124,336 △ 4,688

4 諸収入 0 0 0

1 雑入 0 0 0

1 雑入 0 0 0

10,157,648 184,336 9,973,312

歳　出 （単位：円）

本年度 前年度 増減

1 運営費 60,000 60,000 0

1 会議費 60,000 60,000 0

1 会議費 60,000 60,000 0

2 事業費 10,062,000 100,000 9,962,000

1 調査計画費 10,062,000 0 10,062,000 地域公共交通計画策定費

1 調査計画費 10,062,000 0 10,062,000 国庫補助額　：4,978,000円

2 事業費 0 100,000 △ 100,000 協議会負担額：5,084,000円

2 事業費 0 100,000 △ 100,000 　　　　 計　10,062,000円

3 予備費 35,648 24,336 11,312

1 予備費 35,648 24,336 11,312

1 予備費 35,648 24,336 11,312

10,157,648 184,336 9,973,312計

ＪＲ山陰本線（園部～綾部）沿線地域公共交通活性化協議会 令和３年度予算（案）

款　項　目

綾部市、南丹市、京丹波町、京都府
1自治体あたりの負担額
　事業費 1,250,000
　運営費    15,000
　　計　 1,265,000

計

款　項　目

協議会運営等の事務経費



資料５－１ 

 

 

「ＪＲ山陰本線（園部～綾部）沿線地域公共交通活性化協議会」財務規程の改正（案） 新旧対照表 

 

改正案 改正前 

 

 

（負担金等） 

第 15 条 協議会が実施する事業に係る経費及び運営経費につ

いては、関係地方公共団体がそれぞれ同額を負担するものとす

る。 

 

 

（雑則） 

第 16条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務及び会計

処理に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

  

 

 

 

       

                                     

                             

   

 

 

（雑則） 

第 15条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務及び会計

処理に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

 

 

 

 

     

                         

 

 

 



資料５－２ 

 

 
 

「JR山陰本線(園部～綾部)沿線地域公共交通活性化協議会」財務規程 
 
 

平成２８年４月１４日制定 
 
（趣旨） 
第１条 この規程は、JR山陰本線(園部～綾部)沿線地域公共交通活性化協議会
（以下「協議会」という。）の財務及び会計処理に関し必要な事項を定めるも
のとし、協議会の適正かつ能率的な運営と予算の適正な執行を図ることを目的
とする。 

 
（予算） 
第２条 協議会の予算は、国・関係地方公共団体からの支出金（以下「行政支
出金」という。）及びその他の収入をもって歳入とし、協議会の運営及び事業
に係る経費をもって歳出とする。 

２ 協議会の会長（以下「会長」という。）は、毎会計年度予算を調製し、協
議会に諮り承認を得るものとする。 

 
（会計年度） 
第３条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
 

（予算の補正） 
第４条 会長は、会計年度の途中において、既定予算に追加その他変更を加え
る必要が生じたときは、これを調製し、速やかに協議会に諮るものとする。 

 
（予算の流用） 
第５条 会長は、前条の規定に関わらず、必要に応じて、歳出予算の流用を行
うことができるものとする。 

 
（予算の区分） 
第６条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第１のとおりとする。 
２ 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第２のとおりとする。 
３ 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第１及び別表第
２に掲げる以外の項及び目を定めることができる。 

 
（出納及び現金等の保管） 
第７条 協議会の出納は、会長が行う。 
２ 協議会に属する現金等は、京都銀行府庁出張所に協議会の口座を開設し、
預け入れるものとする。 

 
（協議会出納員） 
第８条 会長は、協議会事務局長を協議会出納員に命じることができる。 
２ 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他会計事務をつか
さどる。 

 



 

 

 

（専決事項） 
第９条 財務に関する事務について、協議会に諮るいとまがないときは、会長
は専決処分を行うことができる。 

２ 専決処分を行ったときは、会長は速やかに協議会に報告するものとする。 
 
（収入及び支出の手続き） 
第10条 協議会出納員は、次の各号に定める帳簿書類を備え、出納の管理を行
うものとする。 

 (1) 予算及び決算書類 
 (2) 会計帳簿及び会計伝票 
 (3) 証ひょう（領収書その他会計伝票の正当性を立証する書類をいう。以下

同じ。） 
 (4) その他書類  
２ 前項各号に定める帳簿書類の様式は、会長が別に定める。 
 
（帳簿書類の保存） 
第11条 前条に定める帳簿書類の保存期間は、当該会計年度の翌年度から５年
とする。ただし、国又は地方公共団体から補助金を受けて実施する事業に係
る前条に定める帳簿書類については、国又は地方公共団体が定める保存期間
とする。 

 
（会計伝票） 
第12条 一切の取引に関する記帳整理は、入金伝票、出金伝票及び振替伝票（以
下「会計伝票」という。）により行うものとする。 

２ 会計伝票は、証ひょうに基づいて作成し、証ひょうとともに保存する。 
３ 会計伝票は、作成者が押印した上で、協議会出納員の承認印を受けなけれ
ばならない。 

 
（預貯金証書等の保管） 
第13条 預貯金証書又は預貯金通帳については、所定の金庫に保管し、又は金
融機関等に保護預けするものとする。 

 
（決算等） 
第14条 協議会出納員は、毎事業年度終了後速やかに決算書類を作成し、会長
に報告しなければならない。 

２ 会長は、前項の決算書類に基づいて監査員の監査を受けた後、当該決算書
類に監査結果を添えて協議会に提出し、その承認を得るものとする。 

 
（負担金等） 
第15条 協議会が実施する事業に係る経費及び運営経費については、関係地方
公共団体がそれぞれ同額を負担するものとする。 

 
（雑則） 
第16条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務及び会計処理に関し必要
な事項は、会長が別に定める。 

 
 



 

 

 

附 則 
 この規程は、平成２８年４月１４日から施行する。 
 

附 則 
 この規程は、平成３０年１月５日から施行する。 
 
   附 則 
  この規程は、令和３年４月１日から施行する。 



 

 

 

別表第１（第６条関係） 
 

歳入予算の款、項及び目の区分 

 
 
 
 
 
別表第２（第６条関係） 
 

歳出予算の款、項及び目の区分 

 

款 項 目 

１ 分担金及び負担金 

 

１ 分担金 

２ 負担金 

１ 分担金 

２ 負担金 

２ 行政支出金 １ 補助金 １ 国庫補助金 

２ 地方公共団体補助金 

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 

４ 諸収入 １ 雑 入 １ 雑 入 

款 項 目 

１ 運営費 １ 会議費 １ 会議費 

２ 事業費 １ 調査計画費 

２ 事業費 

１ 調査計画費 

２ 事業費 

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 


